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（提案理由） 

 施設の使用料の額を改定し、区役所庁舎の施設の使用料を定め、及

び令和６年７月１日から当分の間のスポーツ施設に係る使用料の額の

特例措置を定めるとともに、職員研修センターの廃止に伴い規定を整

備する必要がある。 



中野区行政財産使用料条例の一部を改正する条例 

 

 中野区行政財産使用料条例（昭和３９年中野区条例第８号）の一部

を次のように改正する。 

 附則に次の１項を加える。 

６ 令和６年７月１日から当分の間、別表２⑵の表の規定の適用につ

いては、同表体育室の項中「６，１００円」とあるのは「３，１０

０円」と、「９，４００円」とあるのは「４，７００円」と、「１

２，７００円」とあるのは「６，４００円」と、「３００円」とあ

るのは「２００円」と、同表小体育室の項中「１，０００円」とあ

るのは「５００円」と、「１，６００円」とあるのは「８００円」

と、「２，４００円」とあるのは「１，２００円」と、「３００円」

とあるのは「２００円」とする。 

 別表１の表を次のように改める。 

 １ 中野区役所庁舎 

  ⑴ ホール 

施設 単位時間 

午前９時～正

午 

午後０時３０

分～午後２時

３０分 

午後３時～午

後５時 

午後６時～午後

９時 

ホール 入場料

を徴収

しない

場合 

平日 ５，２００円 ４，７００円 ４，７００円 ９，６００円 

土曜日、

日曜日及

び休日 

６，１００円 ６，４００円 ６，４００円 １１，１００円 

入場料

を徴収

する場

合 

平日 ７，８００円 ７，０００円 ７，０００円 １４，５００円 

土曜日、

日曜日及

び休日 

９，１００円 ９，６００円 ９，６００円 １６，７００円 

 備考 

  １  徴収する入場料の額が１，０００円以下の場合は、入場料を



徴収しない場合に定める額を適用する。 

  ２  この表において、「休日」とは国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）に規定する休日を、「平日」とは土

曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。 

⑵ ミーティングルーム 

施設 単位時間 

午前９時～正午 午後０時３０

分～午後２時

３０分 

午後３時～午

後５時 

午後６時～午

後９時 

ミーティングルームＡ １，２００円 ８００円 ８００円 １，２００円 

ミーティングルームＢ ９００円 ６００円 ６００円 ９００円 

 別表２⑴の表中「１，５００円」を「１，６００円」に、「１，３

００円」を「１，４００円」に、「２，５００円」を「２，６００円」

に改める。 

 別表２⑵の表多目的ホールの項中「５，０００円」を「２，７００

円」に、「７，７００円」を「４，２００円」に、「１０，４００円」

を「５， ６００ 円」に 改め、 同表体 育室の項 中「５ ，００ ０円」 を

「６，１００円」に、「７，７００円」を「９，４００円」に、「１

０，４００円」を「１２，７００円」に、「２３０円」を「３００円」

に改め、 同表小 体育室 の項中 「８０ ０円」を 「１， ０００ 円」に 、

「１，３００円」を「１，６００円」に、「２，０００円」を「２，

４００円」に、「２３０円」を「３００円」に改める。 

 別表２⑶の表中「１，５００円」を「１，６００円」に、「２，２

００円」を「２，３００円」に、「１，９００円」を「２，０００円」

に改める。 

 別表２ ⑷の表 中「３ ００円 」を「 ２００円 」に、 「５０ ０円」 を

「３００円」に改める。 

 別表３の表中「３００円」を「２００円」に改める。 



 別表４⑴イの表中「１，５００円」を「１，４００円」に、「２，

２００円」を「２，１００円」に改める。 

 別表５の表中「４００円」を「３００円」に、「６００円」を「５

００円」に、「３００円」を「２００円」に改める。 

 別表６の表中「６００円」を「５００円」に、「７００円」を「６

００円」に、「３００円」を「２００円」に、「４００円」を「３０

０円」に、「８００円」を「６００円」に、「１，１００円」を「９

００円」に改める。 

 別表７の表中「１，２００円」を「１，０００円」に、「１，７０

０円」を「１，３００円」に、「１，０００円」を「８００円」に、

「１，４００円」を「１，１００円」に改める。 

 別表８の表中「７００円」を「６００円」に、「９００円」を「７

００円」に改める。 

 別表９の表音楽室の項中「１，３００円」を「１，０００円」に、

「１，６００円」を「１，２００円」に改め、同表調理実習室の項中

「８００円」を「７００円」に、「１，４００円」を「１，２００円」

に改め、同表スポーツ訓練室の項中「１，２００円」を「１，０００

円」に、「１，８００円」を「１，５００円」に改める。 

 別表１ ０の表 中「６ ００円 」を「 ５００円 」に、 「８０ ０円」 を

「７００円」に、「１，０００円」を「８００円」に、「１，４００

円」を「１，１００円」に改める。 

 別表１１の表中「８００円」を「６００円」に、「１，１００円」

を「９００円」に、「３００円」を「２００円」に改める。 

 別表１２の表研修室Ａの項中「２，０００円」を「１，５００円」

に、「２，７００円」を「２，０００円」に改め、同表研修室Ｂの項

中「１，６００円」を「１，２００円」に、「２，０００円」を「１，

５００円」に改め、同表研修室Ｃの項中「７００円」を「５００円」



に、「９００円」を「７００円」に改める。 

 別表１３⑴の表会議室二の項中「１，０００円」を「７００円」に、

「１，３ ００円 」を「 １，０ ００円 」に改め 、同表 会議室 三の項 中

「４００円」を「３００円」に、「６００円」を「４００円」に改め、

同表会議室四の項中「３００円」を「２００円」に、「４００円」を

「３００円」に改め、同表会議室五の項中「１，２００円」を「９０

０円」に、「１，８００円」を「１，３００円」に改め、同表会議室

六の項中「６００円」を「４００円」に、「９００円」を「７００円」

に改め、同表会議室七の項及び会議室八の項中「３００円」を「２０

０円」に、「４００円」を「３００円」に改める。 

 別表１３⑵の表中「１，２００円」を「９００円」に改める。 

 別表１４⑴の表中「９００円」を「１，３００円」に、「１，３０

０円」を「１，９００円」に、「６００円」を「９００円」に改める。 

 別表１４⑵の表中「９００円」を「１，０００円」に、「１，８０

０円」を「２，１００円」に、「６００円」を「７００円」に改める。 

 別表１５の表を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年７月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

⑴   次項の規定 公布の日 

⑵   別表１５の表を削る改正規定 令和６年４月１日 

⑶   別表１の表の改正規定 令和６年７月４日 

 （経過措置） 

２ 施行日前に中野区行政財産使用料条例別表２⑵の表に掲げる施設

（体育室及び小体育室を除く。）、同条例別表２⑷の表及び別表３



の表に掲げる施設、同条例別表４⑴イの表に掲げる施設（午後６時

から午後８時までの使用及び午後６時３０分から午後８時までの使

用を除く。）並びに同条例別表５の表から別表１３の表までに掲げ

る施設について施行日以後に係る使用の許可を行う場合の使用料に

ついては、改正後の別表２⑵の表（体育室の項及び小体育室の項に

係る規定を除く。）、別表２⑷の表、別表３の表、別表４⑴イの表

（午後６時から午後８時まで及び午後６時３０分から午後８時まで

に係る規定を除く。）及び別表５の表から別表１３の表までの規定

を適用した額とする。 

３ 附則第１項第３号に掲げる規定の施行の日前に改正後の別表１の

表に掲げる施設について同日以後に係る使用の許可を行う場合の使

用料については、同表の規定を適用した額とする。 

４ この条例の施行の際現に使用の許可（附則第２項に規定する場合

の使用の許可を除く。）を受けている者の使用料については、なお

従前の例による。 


